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§１ 当番の業務 

当番は町内会の最小活動単位としての「班」を取りまとめる。 

主な次のとおりである。 

１．班を構成する会員の把握 (§２を参照) 

２．町内会費の徴収 (§３を参照) 

３．広報資料の配布と回覧 （§４を参照） 

４．町内会行事の班内とりまとめ (§５を参照) 

５．その他当番として必要な業務 

 

§２ 班を構成する会員の把握 

当番は班を構成する会員の転入転出を把握する。 

１．転入があった場合 

（１）町内会の存在を知らせ、加入を勧める。全員加入が原則であるが、どうしても加入しな

い場合は、無理に勧誘しない。 

（２）転入者の班名、世帯主名、住所、電話番号、転入年月日を組長に報告する。 

 

  ２．転出があった場合 

班名、世帯主名、転出年月日を組長に報告する。 

 

§３ 町内会費の徴収 

１．町内会費は原則として 3 ヶ月ごと(４月、７月､10 月及び１月)に徴収する。 

ただしそれぞれの班の慣例により、または会員の申し出により 6 ヶ月または 1 年分をまとめ

て徴収してよい。 

２．徴収記録は町内会費納入帳により管理する。 

３．領収書を求められた場合は当番名の領収書を発行する。 

４．徴収した町内会費はまとめて町内会費納入帳とともに組長に届け、組長の検印を受ける。 

５．町内会費は 1 世帯 1 月当たり 200 円とする。 

６．転入者からは翌月分から町内会費を徴収する。 

転出者にはすでに納入した町内会費を返却しない。転出が予定されている場合，その月ま

で納入する。 

 

§４ 広報資料の配布、回覧 

広報資料などを、班内各戸別に配布または回覧する。 
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§５ 町内会行事の班内とりまとめ 

町内会の各種行事への参加者氏名を取りまとめ、組長に報告する。 

 

§６ 当番交代時の引継ぎ 

１．町内会費納入帳により構成員と会費納入状況を確認し、納入帳を引き渡す。 

２．旧当番が新当番の班名、氏名、住所、電話番号を組長に報告する。 

 

§７ 個人情報の保護 

当番の業務上知りえた個人情報は町内会の管理運営及び災害発生時の相互援助活動以外に

使用してはならない。 

 

 


